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1 都市計画マスタープランとは                     

（１）都市計画とは 
都市計画とは、都市の⼈⼝や⼟地利⽤、主要な施設など将来のあるべき姿を想定し、

そのために必要な整備、規制、誘導などを⾏い、都市の健全な発展と秩序ある運営を
図っていく⽅法や⼿段のことを⾔います。具体的には⼟地利⽤のあり⽅、道路・公園
など都市施設の整備、市街地の開発事業などについての計画を策定し、その実現を図
っていくものです。 

（２）都市計画マスタープランとは 
都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に規定される「市町村の都市

計画に関する基本的な⽅針」であり、住⺠に最も近い⽴場にある市町村が、都市づく
りの課題に対応しつつ、住⺠の意⾒を反映させながら、あるべき都市の将来像を設定
し、その実現のための⽅針を定めるものです。 
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都市計画法 
（市町村の都市計画に関する基本的な⽅針） 
第18条の２ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並

びに都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針に即し、当該市町村の都市計画に関す
る基本的な⽅針（以下この条において「基本⽅針」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、基本⽅針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住⺠の意
⾒を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市町村は、基本⽅針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県
知事に通知しなければならない。 

４ 市町村が定める都市計画は、基本⽅針に即したものでなければならない。 
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２ 都市計画マスタープランの役割と位置づけ               

⒈ 計画の役割 
［役割①］ 実現すべき具体的な都市の将来像を⽰します             

都市づくりの課題を踏まえ、都市づくりにおける住⺠・事業者・⾏政などの共通
認識として、実現すべき都市の将来像を⽰します。 

［役割②］ 都市づくりにかかる計画相互の調整を図ります             
都市の将来像に基づき、⼟地利⽤、都市施設、市街地開発、都市環境などの都市

づくりについて、計画相互の調整と整合を図ります。 
［役割③］ 個別・具体の都市計画、都市づくりの指針となります          

具体的な都市づくりを進めるにあたって、地域地区の指定や都市施設などの計
画、各種都市計画の決定・変更、個別の都市づくり施策などを展開するうえでの指
針として運⽤します。 

［役割④］ 住⺠や事業者による都市づくり活動の指針となります          
住⺠・事業者と⾏政の協働による地域社会に根ざした都市づくり活動や事業推

進のための指針として運⽤します。 
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⒉ 計画の位置づけ 
都市計画マスタープランは、本町の総合計画である「岡垣町第 6 次総合計画」、町

域の⼟地利⽤を定める「岡垣町国⼟利⽤計画」、福岡県が定める「都市計画区域の整
備、開発及び保全の⽅針」に即すとともに、本町の関連計画との整合を図り定めます。 

具体的な都市計画や都市づくりは、都市計画マスタープランに即して進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⒊ 計画の⽬標年次 
計画期間は、⻑期的な都市づくりの視点から概ね 20 年間とし、⽬標年次は 2043

年（令和 25 年）に設定します。ただし、社会情勢の急激な変化などが⽣じた場合に
は、必要に応じて⾒直します。  

都市計画区域の整備、開発及び
保全の⽅針（福岡県決定） 

岡垣町第 6 次総合計画 
岡垣町国⼟利⽤計画 
岡垣町地域強靭化計画 

岡垣町都市計画マスタープラン 

〇都市づくりの基本⽅針 
〇全体構想  〇地域別構想 
〇実現化⽅策 

岡垣町⽴地適正化計画 
(2022 年度（令和 4 年度） 
末策定予定) 

住⺠意⾒の反映 
〇住⺠アンケート調査
〇地域別懇談会 
〇パブリックコメント 

関係部局との調整 
〇福岡県都市計画課 
〇庁内関係各課 

都市計画の決定・実施 
〇地域地区の決定・変更 
〇道路・公園など都市施設の整備 
〇市街地開発事業の実施 
〇地区計画の決定など 

各種事業・施策の実施 協働の都市づくり 
〇住⺠主体のまちづ

くりの取組 
〇事業者の地域活動 
〇公⺠連携事業など 

即す 即す 即す 

調整 

反映 

整合 

即して実施 即して実施 調整して実施 連携・協働して実施 

■ 都市計画マスタープランの位置づけ 

関連計画 
地域公共交通計画 
公共施設等総合管理計画 
地域福祉計画・地域福祉活動 
計画 
⼦ども・⼦育て⽀援事業計画 
健康増進計画など 
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３ 都市計画マスタープランの構成                    

岡垣町都市計画マスタープランは、「都市づくりの基本⽅針」「全体構想」「地域別構
想」「実現化⽅策」を４つの柱として構成しています。 

 
 

■ 都市計画マスタープランの構成 

第 1 章 都市計画マスタープランの概要 
１ 都市計画マスタープランとは 
２ 都市計画マスタープランの役割と位置づけ 
３ 都市計画マスタープランの構成 

第３章 都市づくりの基本⽅針 
１ 都市づくりの将来像 
２ 将来⽬標⼈⼝ 
３ 都市づくりの⽬標 
４ 将来都市構造 

第４章 全体構想 
１ 全体構想の体系 
２ 部⾨別⽅針 
  １．⼟地利⽤の⽅針 
  ２．市街地整備の⽅針 
  ３．道路・交通体系の⽅針 
  ４．環境形成の⽅針 
  ５．防災まちづくりの⽅針 
  ６．福祉のまちづくりの⽅針 
  ７．その他の都市計画施設の⽅針 

第５章 地域別構想 
１ 地域別構想の考え⽅ 
２ 地域別構想 

〇内浦地域 
〇吉⽊地域 
〇海⽼津地域 
〇⼭⽥地域 
〇⼾切地域 

第６章 実現化⽅策 
１ 関連計画との連携による都市づくりの推進 
２ 住⺠と事業者、⾏政の協働による都市づくりの推進 
３ 都市計画マスタープランの進⾏管理と⾒直し 

第２章 現況特性と課題の把握 
１ 岡垣町の概況 
２ 岡垣町の現況整理 
３ 住⺠アンケートの結果 
４ 課題点の整理 


